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【出願番号】特願2019-555965(P2019-555965)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月8日(2021.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装材料であって、パッケージを形成するように前記包装材料（３、３’）が折り畳ま
れることを意図される折り目（１０、１０’）の組を含み、前記折り目（１０）の組は、
隣接する第２の折り目（１０ｂ、１０’）よりも容易に折り畳まれるように構成される少
なくとも１つの第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）を含み、前記第１及び第２の折り目（
１０ａ～ｂ、１０’ａ～ｂ）は、前記パッケージ（３、３’）のコーナー表面（１８、１
８’）を画定するように意図され、前記コーナー表面（１８、１８’）は、形成される前
記パッケージ（１、１’）の垂直方向に沿って延在する、包装材料。
【請求項２】
　前記折り目（１０、１０’）の組は、前記包装材料（３、３’）を圧縮することによっ
て形成される、請求項１に記載の包装材料。
【請求項３】
　前記第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）の圧縮は、前記隣接する第２の折り目（１０ｂ
、１０’ｂ）の圧縮よりも大きい、請求項２に記載の包装材料。
【請求項４】
　前記第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）の幅は、前記第２の折り目（１０ｂ、１０’ｂ
）の幅よりも大きい、請求項２又は３に記載の包装材料。
【請求項５】
　個々のパッケージ（１）を形成することを意図されたブランク（２０）の形態である、
請求項１～４のいずれか一項に記載の包装材料。
【請求項６】
　一連の個々のパッケージ（１’）を形成することを意図されたウェブ（３０）の形態で
ある、請求項１～５のいずれか一項に記載の包装材料。
【請求項７】
　前記第１及び第２の折り目（１０ａ～ｂ、１０’ａ～ｂ）間の距離は、３０ｍｍ以下で
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ある、請求項１～６のいずれか一項に記載の包装材料。
【請求項８】
　包装材料を製造する方法であって、
　少なくとも１つの第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）を提供し、
　隣接する第２の折り目（１０ｂ、１０’ｂ）を提供することにより、パッケージを形成
するように前記包装材料が折り畳まれることを意図される折り目（１０、１０’）の組を
提供するステップを含み、前記第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）は、前記隣接する第２
の折り目（１０ｂ、１０’ｂ）よりも容易に折り畳まれるように構成され、前記第１及び
第２の折り目（１０ａ～ｂ、１０’ａ～ｂ）は、前記パッケージ（３、３’）のコーナー
表面（１８、１８’）を画定するように意図され、前記コーナー表面（１８、１８’）は
、形成される前記パッケージ（１、１’）の垂直方向に沿って延在する、方法。
【請求項９】
　前記第１及び第２の折り目（１０ａ～ｂ、１０’ａ～ｂ）は、同時に提供される、請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記折り目（１０、１０’）の組は、前記包装材料を圧縮することによって提供される
、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の折り目（１０ａ、１０’ａ）の幅及び／又は深さは、前記第２の折り目（１
０ｂ、１０’ｂ）の幅及び／又は深さよりも大きい、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　パッケージ（１、１’）を製造する方法であって、請求項８～１１のいずれか一項に記
載の方法を実行することにより、包装材料（３、３’）を提供し、前記包装材料（３、３
’）を折り畳み、充填し、且つ封止する、ことを含む方法。
【請求項１３】
　前記包装材料（３、３’）の前記第１及び第２の折り目（１０ａ～ｂ、１０’ａ～ｂ）
は、単一の折り畳み動作において折り畳まれる、請求項１２に記載の方法。
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